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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
四
百
二
十
二
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
収
用
事
業
の
認
定
を
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
職
務
代
理
者

山
梨
県
事
務
吏
員
　
　
北
　
　
崎
　
　
秀
　
　
一
　
　
　

一
　
起
業
者
の
名
称

八
代
町

二
　
事
業
の
種
類

八
代
町
増
田
ふ
れ
あ
い
広
場
整
備
事
業

三
　
起
業
地

１
　
収
用
の
部
分
　
東
八
代
郡
八
代
町
増
利
字
鎌
田
地
内

２
　
使
用
の
部
分
　
な
し

四
　
事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

１
　
法
第
二
十
条
第
一
号
要
件

八
代
町
増
田
ふ
れ
あ
い
広
場
整
備
事
業
（
以
下
「
本
事
業
」
と
い
う
。）
は
、
法
第
三
条
第
三

十
二
号
に
掲
げ
る
「
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
公
園
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法

第
二
十
条
第
一
号
に
該
当
す
る
。

２
　
法
第
二
十
条
第
二
号
要
件

起
業
者
は
、
一
般
会
計
に
よ
り
既
に
財
政
措
置
を
講
じ
て
お
り
、
本
事
業
を
遂
行
す
る
充
分
な

意
思
と
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、法
第
二
十
条
第
二
号
に
該
当
す
る
。

３
　
法
第
二
十
条
第
三
号
要
件

（一）

本
事
業
は
、
多
目
的
広
場
及
び
遊
戯
広
場
等
を
備
え
た
公
園
を
整
備
す
る
事
業
で
あ
り
、
住

民
の
憩
い
の
場
、
ふ
れ
あ
い
の
場
と
と
も
に
子
ど
も
の
遊
び
の
場
と
し
て
の
利
用
が
見
込
ま
れ

る
こ
と
か
ら
、本
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

（二）

本
事
業
の
施
行
に
よ
り
周
辺
の
環
境
に
与
え
る
影
響
は
少
な
い
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、

失
わ
れ
る
公
共
の
利
益
は
軽
微
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

（三）

起
業
地
は
、
住
民
の
利
便
性
、
経
済
性
、
環
境
等
の
要
件
を
考
慮
し
選
定
さ
れ
た
三
案
に
つ

い
て
比
較
検
討
し
た
結
果
、
こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
す
最
も
適
当
な
も
の
と
し
て
決
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
。

（四）

本
事
業
計
画
は
、近
隣
住
民
等
の
予
想
利
用
者
数
か
ら
積
算
し
た
施
設
規
模
等
と
し
て
お
り
、

必
要
最
小
限
の
範
囲
を
起
業
地
と
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

（五）

（一）
か
ら
（四）
ま
で
の
理
由
に
よ
り
、
本
事
業
は
、「
土
地
の
適
正
且
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与

す
る
も
の
」
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
三
号
に
該
当
す
る
。

４
　
法
第
二
十
条
第
四
号
要
件

本
事
業
は
、
第
四
次
八
代
町
総
合
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
事
業
で
あ
る
。
ま
た
、
増
田
地
区

か
ら
も
公
園
設
置
の
要
望
が
出
さ
れ
て
お
り
、
早
急
に
施
行
さ
れ
る
べ
き
事
業
と
認
め
ら
れ
、
土

地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
四
号
に
該
当

す
る
。

５
　
結
論

１
か
ら
４
ま
で
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
事
業
は
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と

判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
に
よ
り
、
法
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
認
定
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

五
　
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

八
代
町
役
場
企
画
課

山
梨
県
告
示
第
四
百
二
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
八
号
　
　
平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

五
二
七

山
梨
県
公
報
平
成
十
五
年

八
月
十
八
日

第
千
四
百
八
号

月　曜　日



す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
職
務
代
理
者

山
梨
県
事
務
吏
員
　
　
北
　
　
崎
　
　
秀
　
　
一
　
　
　

一
　
都
市
計
画
の
種
類

甲
府
及
び
峡
東
都
市
計
画
道
路

（
三
・
二
・
一
号
　
西
関
東
連
絡
道
路
）

二
　
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

縦
覧
に
供
す
る
図
書
に
明
示
す
る
部
分

三
　
縦
覧
場
所

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
土
木
部
都
市
計
画
課

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
職
務
代
理
者

山
梨
県
事
務
吏
員
　
　
北
　
　
崎
　
　
秀
　
　
一
　
　
　

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
五
年
七
月
二
十
八
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
日
本
ア
ジ
ア
文
化
交
流
協
会

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
守
屋
洋
一

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
長
松
寺
町
十
三
番
九
号

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
市
民
の
自
発
的
責
任
に
基
づ
き
、
経
済
格
差
や
社
会
生
活
全
般
の
イ
ン
フ
ラ
の

遅
れ
な
ど
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
社
会
的
諸
問
題
の
改
善
に
対
処
す
べ
く
ア
ジ
ア
諸
国
の
市
民
に
対
し

て
必
要
な
協
力
・
援
助
の
諸
事
業
を
行
い
、
同
時
に
日
本
と
ア
ジ
ア
諸
国
の
市
民
レ
ベ
ル
で
の
友

好
・
交
流
事
業
を
通
じ
て
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
諸
問
題
の
改
善
に
向
け
た
意
識
啓
発
を
促
進
し
、
も

っ
て
ア
ジ
ア
諸
国
の
健
全
な
発
展
お
よ
び
教
育
・
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
五
年
七
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
八
日
ま
で

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
職
務
代
理
者

山
梨
県
事
務
吏
員
　
　
北
　
　
崎
　
　
秀
　
　
一

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
五
年
七
月
二
十
九
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
生
活
ク
ラ
ブ

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
土
屋
和
子

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
都
留
市
小
野
千
二
百
八
十
五
番
地
二

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
援
助
を
必
要
と
す
る
老
人
に
対
し
介
護
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
生
活
の
質
の

向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
た
自
然
環
境
の
保
護
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
生
活

環
境
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
五
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
九
日
ま
で

'

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、同
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら

平
成
十
五
年
十
二
月
十
八
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
職
務
代
理
者

山
梨
県
事
務
吏
員
　
　
北
　
　
崎
　
　
秀
　
　
一

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
　
名
　
又
　
は
　
名
　
称

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

株
式
会
社
オ
ギ
ノ
　
代
表
取
締
役
　
荻
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
六
番
四
号

野
寛
二

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
八
号
　
　
平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

五
二
八



富
士
観
光
開
発
株
式
会
社
　
代
表
取
締
南
都
留
郡
鳴
沢
村
字
富
士
山
八
千
五
百
四
十
五
番
地
の

役
　
志
村
和
也

六

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
甲
府
リ
バ
ー
サ
イ
ド
タ
ウ
ン
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

（二）

所
在
地
　
中
巨
摩
郡
田
富
町
山
之
神
字
立
川
千
百
二
十
二
番
六
百
五
十
七

２
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

変
　
更
　
事
　
項

変
　
　
　
更
　
　
　
前

変
　
　
　
更
　
　
　
後

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て

午
前
十
時
（
年
間
五
日
は
午
前
午
前
九
時

小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時

九
時
）

刻大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て

午
後
八
時
（
年
間
百
八
十
日
は
午
後
九
時

小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時

午
後
九
時
）

刻来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九

こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

時
三
十
分
ま
で

３
　
変
更
す
る
年
月
日

平
成
十
五
年
七
月
一
日

三
　
届
出
年
月
日

平
成
十
五
年
七
月
一
日

'

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民

情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
二
月
十
八
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
職
務
代
理
者

山
梨
県
事
務
吏
員
　
　
北
　
　
崎
　
　
秀
　
　
一

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
　
名
　
又
　
は
　
名
　
称

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　

ダ
イ
ワ
ロ
イ
ヤ
ル
株
式
会
社
　
代
表
取
東
京
都
台
東
区
上
野
七
丁
目
十
四
番
四
号

締
役
社
長
　
赤
土
勇

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
海
株
式
会
社
　
代
静
岡
県
駿
東
郡
長
泉
町
下
長
窪
三
百
三
番
地
一

表
取
締
役
　
内
山
一
美

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
南
ア
ル
プ
ス
ガ
ー
デ
ン

（二）

所
在
地
　
南
ア
ル
プ
ス
市
十
五
所
字
西
原
千
四
百
二
十
三
番
四

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
　
名
　
又
　
は
　
名
　
称

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
海
株
式
会
社
　
代
静
岡
県
駿
東
郡
長
泉
町
下
長
窪
三
百
三
番
地
一

表
取
締
役
　
内
山
一
美

株
式
会
社
大
創
産
業
　
代
表
取
締
役
社
広
島
県
東
広
島
市
西
条
町
大
字
吉
行
字
向
一
番
地
六
十

長
　
矢
野
博
丈

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
六
年
四
月
二
十
日

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

六
千
六
百
六
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル

三
　
届
出
年
月
日

平
成
十
五
年
八
月
五
日

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
職
務
代
理
者

山
梨
県
事
務
吏
員
　
　
北
　
　
崎
　
　
秀
　
　
一

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
五
年
七
月
七
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
天
満
組

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
八
号
　
　
平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

五
二
九



２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
巨
摩
郡
増
穂
町
大
久
保
四
百
八
十
八
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
中
村
武

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
・
特
│
一
四
）
第
七
九
一
号

四
　
処
分
の
内
容
　
管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
五
年
六
月
三
十
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
職
務
代
理
者

山
梨
県
事
務
吏
員
　
　
北
　
　
崎
　
　
秀
　
　
一

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
五
年
七
月
七
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
東
峯
建
設

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
巨
摩
郡
南
部
町
福
士
四
千
八
十
五
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
佐
野
賢
一

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
一
）
第
四
三
九
六
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ

工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
五
年
六
月
三
十
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
職
務
代
理
者

山
梨
県
事
務
吏
員
　
　
北
　
　
崎
　
　
秀
　
　
一

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
五
年
七
月
七
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
ア
セ
ラ

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
西
高
橋
町
百
五
十
六
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
三
枝
攻

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
│
一
二
）
第
八
二
四
六
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工

事
業
、
造
園
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
五
年
六
月
二
十
六
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
職
務
代
理
者

山
梨
県
事
務
吏
員
　
　
北
　
　
崎
　
　
秀
　
　
一

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
五
年
七
月
十
四
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
名
称
　
山
一
鉄
工
所

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
六
百
二
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
小
山
田
一
夫

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
二
）
第
五
九
二
七
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工

事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
五
年
六
月
十
八
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
職
務
代
理
者

山
梨
県
事
務
吏
員
　
　
北
　
　
崎
　
　
秀
　
　
一

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
五
年
七
月
十
四
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
山
水
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
八
号
　
　
平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

五
三
〇



２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
中
巨
摩
郡
竜
王
町
万
才
六
百
二
十
七
番
地
八

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
内
藤
秀
明

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
二
）
第
七
九
七
七
号

四
　
処
分
の
内
容
　
電
気
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
五
年
七
月
九
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
職
務
代
理
者

山
梨
県
事
務
吏
員
　
　
北
　
　
崎
　
　
秀
　
　
一

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
五
年
七
月
二
十
二
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
名
称
　
協
和
サ
ン
・
ル
ー
フ
工
業

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
山
梨
市
落
合
二
百
六
十
八
番
地
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
高
橋
達
雄

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
三
）
第
六
〇
三
五
号

四
　
処
分
の
内
容
　
屋
根
工
事
業
及
び
板
金
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
五
年
六
月
二
十
三
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
職
務
代
理
者

山
梨
県
事
務
吏
員
　
　
北
　
　
崎
　
　
秀
　
　
一

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
五
年
七
月
二
十
二
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
ヤ
マ
キ
重
機
工
業

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
東
八
代
郡
八
代
町
大
間
田
三
百
七
十
二
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
八
巻
年
雄

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
三
）
第
七
一
三
四
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工

事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
五
年
七
月
十
四
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
職
務
代
理
者

山
梨
県
事
務
吏
員
　
　
北
　
　
崎
　
　
秀
　
　
一

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
五
年
七
月
二
十
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
名
称
　
小
俣
土
木

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
北
都
留
郡
上
野
原
町
四
方
津
三
千
七
十
九
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
小
俣
初
子

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
三
）
第
七
九
八
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
及
び
ほ
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
五
年
七
月
二
十
三
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
職
務
代
理
者

山
梨
県
事
務
吏
員
　
　
北
　
　
崎
　
　
秀
　
　
一

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
五
年
七
月
二
十
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
富
士
商
工
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
山
梨
市
下
神
内
川
二
十
五
番
地
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
平
山
弘

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
一
）
第
一
五
七
七
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
八
号
　
　
平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

五
三
一



四
　
処
分
の
内
容
　
清
掃
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
五
年
七
月
二
十
三
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
職
務
代
理
者

山
梨
県
事
務
吏
員
　
　
北
　
　
崎
　
　
秀
　
　
一

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
五
年
七
月
二
十
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
名
称
　
田
中
建
築
板
金

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
巨
摩
郡
身
延
町
身
延
三
千
四
百
八
十
四
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
田
中
昭
夫

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
二
）
第
五
八
七
〇
号

四
　
処
分
の
内
容
　
屋
根
工
事
業
及
び
板
金
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
五
年
七
月
一
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
開
発
の
行
為
に

関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
職
務
代
理
者

山
梨
県
事
務
吏
員
　
　
北
　
　
崎
　
　
秀
　
　
一

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
敷
島
町
島
上
条
字
塚
田
一
六
六
七
の
四
、
一
六
七
三
の
一
、
一
六
七
三
の
三
、
一
六
七

四
及
び
一
六
七
五
の
一

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

中
巨
摩
郡
敷
島
町
島
上
条
千
三
百
三
十
八
番
地
一
　
花
形
美
一

そ
　
の
　
他

'

公
聴
会
の
開
催
に
つ
い
て

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
三
十
条
第
四
項
に
基
づ
く
同
法
第
十
一
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
　
長
　
　
笠
　
　
原
　
　
正
五
郎

一
　
期
日

平
成
十
五
年
九
月
三
日
（
水
）
午
前
十
時
か
ら
十
二
時
ま
で

二
　
場
所

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
九
番
十
一
号
　
山
梨
県
県
民
会
館
　
六
〇
二
会
議
室

三
　
聴
こ
う
と
す
る
案
件

山
梨
県
内
の
湖
沼
河
川
に
お
け
る
第
五
種
共
同
漁
業
権
及
び
第
一
種
区
画
漁
業
権
の
免
許
の
内
容

と
な
る
べ
き
事
項
に
つ
い
て

四
　
そ
の
他

１
　
免
許
の
内
容
と
な
る
べ
き
事
項
等
は
本
委
員
会
事
務
局
（
〒
四
〇
〇
│
八
五
〇
一
甲
府
市
丸
の

内
一
丁
目
九
番
十
一
号
山
梨
県
県
民
会
館
　
山
梨
県
農
政
部
花
き
農
産
課
内
　
電
話
〇
五
五
│
二

二
三
│
一
六
一
四
）
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
九
月
二
日
（
火
）
ま
で
縦
覧

に
供
す
る
。

２
　
公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
公
述
希
望
者
」
と
い
う
。）
は
、

住
所
、
氏
名
、
所
属
機
関
名
、
職
名
及
び
意
見
の
要
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
平
成
十
五
年
九
月
一

日
（
月
）
ま
で
に
、
本
委
員
会
へ
提
出
す
る
こ
と
（
郵
送
の
場
合
に
は
平
成
十
五
年
九
月
一
日

（
月
）
ま
で
に
必
着
の
こ
と
。）。

３
　
公
述
希
望
者
が
多
数
あ
り
、
当
該
公
述
希
望
者
が
同
種
の
趣
旨
の
意
見
を
有
す
る
場
合
に
は
、

公
述
希
望
者
の
数
又
は
意
見
を
述
べ
る
時
間
を
制
限
す
る
こ
と
が
あ
る
。

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
八
号
　
　
平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

五
三
二


